


薬第６８３号
令和７年８月１２日
各薬局開設者　
各公衆浴場営業者　
島根県健康福祉部薬事衛生課長
（公印省略）
令和７年度　医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金（薬局・公
衆浴場分）の支給申請について
　薬事行政及び生活衛生行政の推進については、平素より格別のご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、エネルギー価格・物価高騰の影響が続いていることから、この度、「令和７年度　医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金（薬局・公衆浴場分）」を支給することとしましたので、お知らせいたします。
　つきましては、支給をご希望される場合は、別添支給要綱及びチラシをご確認の上、下記のとおり、必要書類をご提出ください。
なお、応援金の申請受付及び支払に関連する事務については、島根県から「令和7年度物価高騰対策応援金支給業務共同企業体」に委託し、島根県医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金事務局を設置して対応していることを申し添えます。
記
1． 申請期間　
令和７年８月１８日（月）～令和７年１０月９日(木)　【必着】
2． 申請書の提出方法　
WEBからのオンライン申請（https://www.shimane-ohenkin.jp）又は郵送（簡易書留又はレターパックプラス（赤））
3． 提出先　
島根県医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金事務局
　　(〒690-0826　島根県松江市学園南1丁目15-10松江アイビル　401号室)
４．留意事項
公衆浴場分の申請については、「１回あたりの入浴料金（無料を含む。）の分かる資料等の写し」も併せてご提出ください。提出できない場合は、お問合せください。
５．問い合わせ先
　  島根県医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金コールセンター
　　TEL:0120-511-215　（平日　9:00～17:00）
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